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「学校安心ルール」（保護者用） 

 
※学校の指導に関する事柄を取りまとめたものです。子どもたちと保護者の皆さまにとって、安心

できる小学校生活が送れるように、ご家庭からお子様の声かけにご活用ください。 
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はじめに 

 

学校は、どの子どもも安全で安心して学習できる環境でなければなりません。また、学校は集団

生活を学ぶ場でもあるため、みんなでお互いに気持ちよく生活するためには一定の決まり事が必

要であることを、子どもたち自身が理解し守れるようになっていくことが求められます。 

文部科学省は、「児童が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的

に成長や発達する過程を支える教育活動のこと」であるとして生活指導を定義しています。また、そ

の目的を、「児童一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支え

ると同時に自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えること」としており、児童個人

の社会性や自己指導力が将来的に身に付くように指導するように各地方教育委員会や学校園に

示しています（令和４年12月改訂『生徒指導提要』より）。 

決まり事と聞くとどこか窮屈なことのように思われるかもしれませんが、決してそうではありませ

ん。私たちは日常生活において、相当細かい法律や規則の中で生活していますが、ほとんど意識し

て生活していません。そのような規則があってこそ、安全・安心で快適な生活が守られているのです。

学校の決まり事も同様のことが言えます。「してはならないこと（規範意識・道徳性）」・「しなけれ

ばならないこと（義務・責任）」を児童自身がまず知り、理解し、そしてコントロールできる自己管理

能力を育てていくことが大切です。本校のこの『学校安心ルール(保護者用)』は、日々指導にあた

る本校の教職員が共通理解している様々な決まり事を、保護者の皆さまにお伝えするためのもの

です。「適切な学習環境作り」・「児童の学習意欲の向上」・「基本的な生活習慣の習得」を目指し、

保護者の皆さまのご理解とご協力を得ながら、私たち教職員は適切な生活指導・教科指導に取り

組んでいます。 
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（１）登校・下校について 

①児童が通う通学路は学校で決めています。登下校の際は、学校指定の黄帽を着用して登下校

するように指導します。必ず黄帽をかぶって登校させてください。 

②登校時刻は、午前 8時１０分から予鈴が鳴る午前 8時 25分の時間帯です。本鈴の午前 8時

30分以降の登校は「遅刻」と判断します。 

 ③登校時に正門を入った玄関ホールで検温確認と手指消毒ができる設備は整えていますが、自

宅から保護者によるミマモルメ（体温・健康状態）の入力をお願いします。 

 ④午前8時１０分より早くに児童が登校してきた場合には、安全管理の観点から門の中には入れ

ますが、午前 8 時１０分のチャイムが鳴るまでは教室へ向かう階段下で待たせるようにしてい

ます。あまりに早い登校は、看護ができる教員がいないためできるだけ控えてください。 

⑤児童が欠席・遅刻・早退などをする場合は、ミマモルメの入力等によって、その理由を午前８時

３０分までに学校まで連絡してください（学校の電話がつながる時間帯…午前８時～午後６

時）。なお、欠席等の連絡がないにも関わらず児童の登校が確認できない場合には、事故や

事件に巻き込まれた可能性を考慮し、保護者への電話確認を最優先に行います。その際には、

学級担任または管理職等が家庭調査書に記載された連絡先に電話をし、所在や理由を確認

させていただきます。 

⑥児童が早退する場合は、安全確保のため、保護者に迎えに来ていただく必要があります。 

⑦下校時刻を守るよう指導をしますが、放課後に居残り学習をさせる場合があります。遅くなる

場合には、学校からご連絡させていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧一旦、児童が登校すると、忘れ物を取りに帰るという理由であっても、安全管理の観点から、

保護者への連絡無しには帰宅を認めていません。 

⑨児童朝会（第１月曜日）で運動場に集まる時は、黄帽をかぶるよう指導しています。忘れ物な

どの理由により黄帽がない場合や休み時間に運動場で活動する場合などは、体育の授業で

使う赤白帽または自宅帽をかぶります。 

 

【下校時刻】に関して １年間を通して１６：１５完全下校になります。 

※１…行事や会議等で下校時刻が変更になる場合は、放送や連絡により児童に知らせ、変更になっ

た下校時刻を守らせます。 

※２…１～３年生は、原則として学習のこと以外では学校には残しません。 

a. 6時間目の授業を優先させるため  

b. 授業終わりから下校時刻までの時間が長いため  

c.安全管理の観点から、見守り隊のいる時間帯に帰すため 

  ※3…放課後に居残り学習をさせる場合には、上記の下校時刻までを原則としますが、

必要に応じて、学校から連絡をする場合があります。 
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【矢田東小学校 校区全体地図】 （点線…登下校のメインルート） 

（※学校選択制等により、校区外から登校される場合には、最寄りのメインルートを通っていただきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校周辺地図】 
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※○印の番号…保護者に見守りの立

ち番をお願いしている場所です。 

（令和３年度３月より修正。PTAよ

り手紙配付済み） 
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（２）服装について 

      ①本校では標準服は採用していませんが、学校に着て来る服装は、学習活動がしやすいものにし

てください。学習活動がしやすい服装とは、＜着脱しやすいもの・金属製の付属品等が不必要

に付いていないもの・ひらひらしていないもの・過度な露出のないもの＞としています。 

②学校に履いてくる靴は、運動を制限せず学校でのさまざまな学習活動に適したものとしていま

す。（不適切な靴の例：靴裏がスパイク状になっているもの・安全靴のようになっているもの 

等）また、かかとをふんだ履き方をしている場合には適宜指導をします。 

③寒い季節の服装としては、手袋、マフラー（ネックウォーマーも可）、ベスト、カーディガン、タイツ

の着用を認めています。ただし、手袋、マフラー（ネックウォーマーも含む）については、登下校時

のみとし、学校内では外させます。 

④適宜、服装の乱れ（体操服のシャツを入れていない 等）と判断した時は、適切に指導をします。

⑤体育科の学習時は、体操服と赤白帽を着用します。肌着（インナーやタイツ）は、原則として脱  

がせることとしていますが、発達段階等に応じて柔軟に判断・対応します。また、個別の事情等

により、体育用として体操服と同系色の代替服の着用や長袖の体操服の着用を認める場合が

あります。学級担任にご相談ください。必要に応じて、教職員で情報を共有させていただくこと

があります。 

⑥名札は、学校の中では左胸あたりに見えるようにいつもつけるよう指導します。下校時にははず

して、学級内の名札フォルダーに置いておいて帰りますので、名札を持ち帰ることはありません。

もし、自宅内で名札を見かけたら、学級フォルダーへの置き忘れですので、児童に持たせるよう

にしてください。 

⑦“子どもが非行や事故に巻き込まれないようにする”という健全育成の観点から、児童の服装

をはじめ髪型や髪の色は、清潔で自然なものにさせてください。「自然でない」と判断される場

合、児童本人への注意・指導をしたうえで、保護者にご連絡をさせていただくことになります。

趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願い致します。   

物品等の取り扱いに関して （※令和５年度以前より値上がりしています） 

◆ワキタスポーツ【所在地：東住吉区住道矢田7-6-13 ℡：06-6701-2101】 

⇒体操服・水着・ラッシュガード （※学校指定ではありません） 

白半袖(120㎝～140㎝)１,５００円/(150㎝～O寸)１,６７０円 

紺半ズボン(120㎝～140㎝)１,７６０円/(150㎝～O寸)１,９５０円 

長ズボン(120㎝～140㎝)２，８００円/(150㎝～O寸)３，４５０円 赤白帽６５０円/フリーサイズ） 

男子水着(120㎝～140㎝)１,３５０円/(150㎝～O寸)１,５２０円 

女子水着(120㎝～140㎝)２,２４０円/(150㎝～O寸)２,５２０円 水泳帽６００円/フリーサイズ） 

ラッシュガード(120㎝～L寸)３,０００円） 

 ◆学校制服の店ヨシダ 【所在地：東住吉区駒川5-13-12 ℡：06-6697-0011】 

⇒黄帽子（キャップ型1,５50円(54・56・58・60)/メトロ型２,１００円(S・M・L・LL・３L)） 

◆学校の事務室【所在地：大阪市東住吉区住道矢田2-7-43 ℡：06-6702-9877】 

⇒教科書（学級担任が窓口となり事務室経由で注文）、名札 ３７０円 
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（３）持ち物について 

①ゲームソフトやバトルカードゲーム等、学習に必要のないと判断されるものは持参禁止です。持っ

てきた場合、学校で一時的にお預かりし、指導後に保護者へ返却します。児童本人には返却で

きませんので、指導にご理解ご協力していただくようお願いします。 

②学習用具等は、「学校に必要な筆記用具 学年別一覧表」（本冊子１０ページ）をご参照くださ

い。そのほか必要となるものに関しては、児童の発達段階に応じて判断・対応しますので、学級

担任からの連絡をよく聞いてください。 

③適切な水分補給のため、年間を通じて水筒を持たせるようにしてください。 

④落とし物は一時的に職員室で預かり、適宜児童に呼びかけて返却します。一定期間置いてあっ

ても持ち主が現れないものについては、処分します。ご不明なことがありましたら、学級担任また

は職員室へ直接お問い合わせください。 

⑤具体的なものの扱いについては以下の通りです。 

 

ものの名前 扱  い 指導方法 

シャープペンシル・ 

ロケットえんぴつ・ 

バトルえんぴつ 

持ってきてはいけません。 

（★鉛筆で、ていねいにしっかりと書け

るように指導します） 

対象となるものを一

時的に預かり、児童本

人への注意・指導をし

ます。また、保護者に経

緯の説明のための連

絡をしたうえで、保護

者に返却します。児童

に返却はしません。 

 

色ペン 

（※マイネームペンは除く） 

持ってきてはいけません。 

（※赤ペン、複数色入れられるボー  

  ルペンともに必要ありません）。 

携帯電話 

持ってきてはいけません。 

（※保護者から「届出書・誓約書」(本冊

子 11ページ)を参照）があった場合に

限り、認めます。ただし、その扱いに関し

ては、保護者の責任のもと、児童本人

が管理できるようにしてください。学校

で預かることはしません。） 

（★学校内ではランドセルから出さないよ

うに指導しています。） 

漫画・おもちゃ 

（自宅のボール等も含む） 

持ってきてはいけません。 

（★漫画の扱いについては、クラブ活動

等で必要ならば、その日だけ持ってきて

その日のうちに持って帰るようにさせる

ことがあります。） 

プロフィール帳・交換ノート 持ってきてはいけません。 
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カードゲーム類 

持ってきてはいけません。 

（★雨天時の室内遊びとして、児童会か

らトランプ類を各学級へ配付し、雨の

日の遊びを工夫するよう指導します。雨

天時以外でのトランプ使用はその場で

やめさせ、屋外遊びを推奨します。） 

対象となるものを預

かり、本人への指導の

うえ、保護者に連絡・

返却します。 

 

アクセサリー類 

（ピアス・ミサンガ 等） 

つけてきてはいけません。 

（※アクセサリー類は、“学校には不必要

なもの”扱いです。そのほか、「髪を束

ねるもの」はヘアゴムを推奨していま

す。「アクセサリー性」については程度

の問題もありますが、“学習活動上、安

全であるかどうか“を判断基準としま

す。 

（※ヘアゴムであっても、手首に巻いたま

ま活動することは安全配慮のため、外

すよう指導します。） 

外せるものは外さ

せ、本人への聞き取

り・指導の後、保護者

へ連絡します。返却に

ついては、本人ではな

く保護者へ返却しま

す。 

（※アクセサリー類をつけ

たままでの運動活動は

認めません。） 

キーホルダー 
ランドセル等につける場合には、目

印として１つ程度までとします。 

ランドセル以外であ

っても、“過剰”と判断

された場合には、外さ

せる等の指導をしま

す。 

繰り返し行動が見ら

れた場合は学校で一

時的に預かり、保護者

へ連絡のうえ、保護者

へ返却します。 

カチューシャ 

つけてきてはいけません。 

（※髪を束ねるものは、ヘアゴムにし

てください。） 

（※ヘアバンドは含みません。） 

外させ、本人への説

明をします。また、保護

者にも説明のための

連絡をする場合があり

ます。 

カイロ 持ってきてはいけません。 

本人への注意・指導

のうえ、保護者に連絡の

うえ、学校で処分します。 
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化粧品 
してくること、持ってくることを認めて

いません。 

児童本人への注

意・指導のうえ、化粧

を落とさせます。 

また、保護者へ連絡

します。 

危険なもの（エアガン等） 持ってきてはいけません。 

没収し、本人への注

意・指導のうえ、保護

者へ連絡します。状況

を判断して、関係諸機

関に連絡する場合が

あります。 

児童椅子用の個人座布団 
季節や体調等に応じて、 

認めています。 必ず保護者から、学

級担任へ一度ご相談

ください。 

虫よけリング 

首掛け式ウイルス除去 

個人持ち消毒液 

児童の健康面等に配慮が必要な場

合、学級担任が窓口となって対応し

ます。（★ 欄外の◎に該当します） 

学習塾等習い事の課題・宿題 

認めていません。 

学校が課して求めたものではな 

いこと。児童にとって全ての活動 

時間が学校生活（例.休み時間に 

友だちと運動場で遊ぶこと・図書 

室で本に触れること 等）であ 

り、その時間を学校としてしっか 

り確保させたいこと。の２点の理 

由からです。 

児童本人と保護者

に説明の連絡をしま

す。 

ななめがけポーチ 

活動中にひっかかる可能性を児童

本人に説明し、ロッカー等にしまって

おくよう指導します。 

児童本人への指導

をします。繰り返し行動

があった場合には、保

護者へ連絡します。 

ラッシュガード（※フードなし） 

認めています。色の指定は特にあり

ません。ただし、安全配慮のため、

「フード付き」は認められません。 

（★令和５年度より、ワキタスポーツ

で取り扱い可となりました。） 

 

ご不明なことがあれ

ば、学級担任へお問い

合わせください。 
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ネッククーラー 

児童の健康面等に配慮が必要な場

合、学級担任が窓口となって対応し

ます。 

（★欄外の◎に該当します） 

（※身につけたままでの運動等の激

しい活動はできません。） 

必ず保護者から、学

級担任へ一度ご相談

ください。 

 

 （◎児童の健康面等に配慮が必要な場合など、保護者の要望があった場合は、学級担任と保護

者の間で話し合い、検討・判断します。必要に応じて、ほかの教職員に伝達し、情報を共有

させていただく場合があります。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

【学校に必要な学習用具 学年別一覧表】（※B4サイズで児童にも配付） 
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【児童の携帯電話持ち込み等の取扱いについて】 

（※別紙で配付します。必要かどうかをご家庭でよく話し合っていただき、 

必要であれば必ず提出してください） 
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～ 職員室
しょくいんしつ

に入
はい

る時
とき

 ～ 

 

①  ノック３回
かい

する。 
 

②  戸
と

を開
あ

けて、所属
しょぞく

と名前
な ま え

を言う。 
 

○年
ねん

○組
くみ

 

「失礼
しつれい

します。 ○○委員会
いいんかい

  の○○です。」 

          ○○クラブ 
 

③  用件
ようけん

を言う。 

  「○○室
しつ

の鍵
かぎ

を取
と

りに来
き

ました。」 

  「○○先生
せんせい

はいらっしゃいますか。」 
 

④  出
で

る時
とき

は、 

 「失礼
しつれい

しました。」 
 

⑤ 戸
と

を静
しず

かに閉
し

める。 

（４）学校生活について 

①チャイムの合図で次の学習活動が始まることを指導します。 

②廊下や階段は走らずに右側通行をするよう指導します。 

③二足制（上靴と下靴が必要）です。保護者の方が来校される場合には、スリッパ等をご用意く

ださい。 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

④職員室への入退室の仕方（ノック  

の仕方、用件の伝え方等）を指導し  

ます（職員室前方扉付近に掲示し 

ているの右図『職員室に入る時』を  

参照）。 

⑤児童だけで校区外へ行かないよう   

に指導します。校区外で児童  

が事件・事故に遭ってしまった場 

合、学校への連絡が遅れるためで 

す。ご家庭でお子様の行動範囲や 

行動場面（お遣い・習い事等）につ 

いてはよく話し合っておいてくださ 

い。 

⑥各学年の学習状況や実態等に応 

    じて、教科書や教材等を学校置き  

にする場合があります。ご了承くだ 

さい。なお、お子様の学習状況等に 

ついてご不明な点があれば、各学 

級担任へお問合せください。 

 

 

《児童が上靴を使用する場所》 

 ○普通教室の中 

 ○特別教室（家庭科室・音楽室）の中 （※理科室・図工室は下靴のまま入室可） 

 ●給食を受け取りに行く時            ※靴を履き替えることにおける衛生面・環境面・ 

●講堂での全校集会等の時            時間等を考慮し、上靴移動を認めるため。 

  ※●印は、「特別措置」という考え方であり、これら以外の場合にはトイレや清掃活動であっても、

下靴に履き替えるよう指導します。 
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⑦校外学習時における電車マナー等については、次のように指導をします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）遊びについて 

①玄関前・講堂裏・鉄棒裏（フェンスの道路側）・校舎の裏・学習園・職員室前の植え込み・飼育小

屋・池付近・朝会台・バスケットゴール・サッカーゴール・防球ネットに乗って遊ぶ等の行為は、安

全上・備品管理の観点から禁止しています。 

②アスレチック遊具の使用に関して、学年による使用不可の制限は設けていませんが、安全を考え

て遊ぶことを指導します。 

③アスレチック遊具では、多くの子どもたちが使う場所であるため、安全管理の観点から、おにごっ

こやボールを使った遊びをしないよう指導します。 

④雨天時に赤コーンが立っている時（朝会台上と中庭の２か所に設置）は、運動場（職員室前の

緑の人工芝エリア含む）を通行してはいけないこととしています。 

⑤雨天時の赤コーンの出し入れについては、主に体育主任（もしくは教頭・教務主任・生活指導主

任）が運動場の状態と遊具等の安全を確認してから行います。遊具等の安全点検は、定期的に

行っています。 

⑥放課後における運動場での遊び活動（「放課後遊び」）は、4年生以上の学年児童で認めてい

ます。3年生以下については、〈５時間目までで下校できる日が確保できること〉・〈運動場使用

は高学年の６時間目の学習時間を優先させること〉・〈居残り学習以外で放課後活動をする場

合にはいきいき活動の活用を推奨すること〉から、放課後遊びを認めないこととしています。 

⑦課業時間中にボールを蹴って遊ぶことは、安全管理の観点から禁止としています。ただし、課業

時間外である「放課後遊び」においては認めています。いきいき活動参加児童については、いき

いき活動の決まり事に従って行動してください。 

⑧休み時間の屋外遊びでは、気候等に応じて、健康と安全の観点から、赤白棒の着用を指導しま

す。季節によっては、赤白棒に汗や汚れが生じることから、常に清潔に保つように指導します。 

全学年共通 

①「立つ」・「静かにする」・「荷物の持ち方には注意する」・「乗り降りの際のドア付近の

気配り」を基本事項として指導します。 

②児童の体調不良や怪我等があった場合には、体調管理を優先させるため、座席へ着

席させる等の処置を判断します。 

③混雑状況によっては、着席した方が迷惑にならないこともあることから、その場の引率

者の判断を優先します。 

④上記①②③のことから、校外学習における共通した目標は、〈児童の忍耐力・体力回

復・乗車マナーを総合的に学習する〉としています。 
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◆保健室について 

◆感染症による出席停止について 

◆医療を要する疾病について 

◆独立行政法人日本スポーツ振興

センターについて 

◆学校医療券について 

◆嘔吐物の処理について 

（６）給食について（給食係から） 

①給食時の服装（給食着、給食帽、マスク）を整え、決められた廊下を一方通行で移動します。 

②給食着・給食帽は個人持ちのものを使用します。週末には、児童が持ち帰りますので、洗濯を

していただき翌週はじめに学校に持参させてください。マスクは家庭から持たせてください。 

③教室では、児童が持参のナフキンを自分の机に敷き、手洗いを済ませて、静かに待つことを指 

導します。 

④給食時間から清掃時間までの区切りは以下の通りです。 

◇給  食…12時2０分～13時００分   

◇昼休み…13時０５分～13時2０分  

◇清  掃…13時2０分～13時３５分  

（※学年行事・学校行事等によって、昼休みと清掃時間を入れ替えることがあります） 

⑤児童のアレルギー対応等に関しては、給食担当者と学級担任が中心となり、複数体制で確認

しながら、児童の食に関する安全・安心に努めます。アレルギー対応が必要な児童の情報に

ついては、そのほかの教職員で共有する場合がありますので、ご了承ください。 

（７）保健について（保健係から） 

①保健に関する年間計画の企画・運営をしていま 

す。養護教諭が作成している「医療を要する事故  

発生時の対応マニュアル」等（※右参照）につい 

て、教職員で研修を行い、誰もが迅速かつ適切な  

対応ができるように努めています。 

 ②児童の基本的生活習慣の習得・定着のための取り組   

みとして、年間3回（学期に1回程度）の「生活ふりか   

えり週間」を企画・運営します。 

（※指導テーマ例 「早寝・早起き・朝ごはん」等） 

（８）環境について（環境係から） 

①安全教育に関する計画・マニュアル等の立案・実施をしています。 

  （例.「不審者侵入時対応マニュアル」の作成 避難訓練の企画・運営 等） 

②交通安全指導の企画・運営をしています。 

  （例.全校を対象とする交通安全指導教室を管轄警察署と連携して実施する 等） 

③防火用具の管理・運用や火元責任者の配置をしています。 

④学習園の配当や花壇の管理・運営をしています。 

⑤飼育栽培に関する計画・運営をしています。 

⑥清掃用具の購入や保管・配当に関する計画・運営をしています。 

⑦清掃用具の使い方や清掃方法を適切に指導し、学校の美化に努めるよう指導しています。 

⑧冷暖房規定や冷暖房器具の管理に関して企画・運営をしています。 
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（９）図書館教育について（図書館教育係から） 

①学校図書館の活用に関する年間計画の立案・運営をしています。 

②児童用図書（学級文庫含む）の購入・管理・貸出をしています。 

③読書活動の啓発をしています（例.図書館だよりの発行、読書週間の企画・運営 等）。 

④児童が学校から借りた本は、期間内に返却するよう指導しています。 

 

（１０）視聴覚について（視聴覚係から） 

①ICT機器・視聴覚教材・学習用端末の整備・活用をしています。 

②学校では、児童一人につき専用パソコン１台を貸し出し学習活動に使用します。必要に応じ 

て、児童が端末を自宅へ持ち帰る場合があります。もし故障等が発生した場合は、取り扱い方

や事故状況を判断のうえ、修理費用がかかる場合がありますので、取り扱いにはくれぐれもご

注意ください。 

③校内放送の企画・運営や放送室の管理・運営をしています。 

 

（１１）児童会について（児童会係から） 

①児童会活動に関する年間計画の企画・運営をしています。 

②異学年構成による縦割り班（なかよし班）活動や児童集会の企画・運営をしています。 

③委員会活動に関する企画・運営をしています。 

④クラブ活動に関する企画・運営をしています。 

 

 

 

★委員会活動・クラブ活動は水曜日の 6時間目に実施します。 

★委員会活動は月 1回の実施です。 



- 16 - 

 

 

（１２）「指導基準表」・「指導形態表」の運用について 

①児童の問題行動に対する指導に関しては、矢田東小版学校安心ルール内の「指導基準表」・

「指導形態表」に則して、些細なことにも目を向けて、段階的・組織的に指導します。この「指

導基準表」の作成にあたっては、教育振興基本計画で示されている安全・安心な学校生活を

目指して、大阪市教育委員会が推進する「学校安心ルール（スタンダードモデル）」をもとに、

矢田東小版にカスタマイズして作成しています。 

②「指導基準表」内の項目は、日常の学校での指導事項を明文化したものです。したがって、児

童への厳罰化を目的としておらず、あくまでも学校として安全・安心な学習環境の整備を図る

手段であるとご理解ください。 

③「指導基準表」・「指導形態表」は、本冊子１７・１８ページに記載しています。 

④低学年時からの基本的な学校生活の習得に向けた方策として、同「指導基準表」をベースに

した、「１・２年生[低学年]用 指導基準」を令和２年度より運用しています。本冊子p.1９に記

載しています。 

  ⑤新型コロナウイルス感染症対策に関しては、大阪市教育委員会「学校園における新型コロナ

ウイルス感染症対策マニュアル」に準じて対応しています。 
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【指導基準表】 
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【指導形態表】 
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【１・２年生[低学年]用 指導基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


